
【商品・役務別相談件数トップ 5】※不当請求・架空請求を除く】 

【県・市町の窓口における消費生活相談件数】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区 分 
Ｒ３年度 

(Ａ) 

Ｒ４年度 

件数 

(Ｂ) 

対前年度 

増減数 

対前年度 

増減率※ 

消費生活相談の全体件数 23,234 23,434 200 0.9 

 消費生活相談 

（不当・架空請求を除く） 
22,196 22,615 419 1.9 

 うちコロナ関連苦情相談 627 304 △323 △51.5 

不当・架空請求 1,038 819 △219 △21.1 

順位 区分 件数 相談 

１位 化粧品 1,894 
美容液やファンデーション等の

意図しない定期購入や解約 等 

２位 商品一般 1,663 
不審なメール・SMS、個人情報

を聞き出そうとする電話 等 

3 位 役務その他 832  
質問サイト・占いサイトの解約、

開錠サービス 等 

4 位 集合住宅 812  
敷金の返還、借家の明け渡し、

修理代、保証金 等 

5 位 健康食品 745  
ダイエットサプリメント等の意

図しない定期購入や解約 等 

 発行：広島県生活センター  
      （環境県民局消費生活課）  
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〇広島県内の消費生活相談状況について 
 令和４年度に県内の消費生活相談窓口で受け付けた消費生活相談は
23,434 件で、前年度（23,234 件）より 200 件増加しました。 
商品・役務別では、主に「化粧品」と「健康食品」が増えており、意図し

ない定期購入やその解約等の相談が多数寄せられています。 
                         中面に続きます⇒ 

 

 

Ｎｏ.55（２０２３年１０月発行） 
 

広島県消費者啓発 
情報サイトは、 

こちら→ 
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65 歳以上の相談状況について  
65 歳以上の方からの相談状況を販売購入形態別に見てみると、インタ

ーネット通信販売が前年度に比べ 36％増と大幅に増えています。 
高齢者層でも定期購入に関する相談が増加しており、インターネット

通販の利用拡大により、意図しない定期購入トラブルが増加していると
考えられます。   

 
【65歳以上の販売購入形態別の内訳（上位５項目）】（単位：％） 

 

 

 ネット検索で「血糖値に効果のあるサプリ、お試し 500 円」
という広告を見て、お試しで 1回だけ買おうと思って注文した。 

500円のサプリを受け取った翌月に、初回と同じ商品が届き、
１万円の請求書が一緒に入っていた。      
慌てて事業者に問い合わせると、「５回の商品購入を条件に、

初回が 500 円になる契約だ。初回は 500 円で、その後は 1 回
1 万円を支払ってもらう。」と言われた。 
こんな高額な契約をしたつもりはなかった。 
                   （70歳代 男性） 

 

【相談事例】 

意図しない定期購入トラブル 
 

〇目立たない表示も見落とさないよう画面の隅々まで確認しましょう。 
  ネット通販の注文画面では「初回 500 円」などとお得感を強調した表示に比べ、購
入条件が小さく表示されていたり、気付きにくい場所に表示されていたりして、分か
りづらいことがあります。画面の隅々まで見るなど注意が必要です。 
〇商品を購入する前に契約条件をよく確認しましょう。 
注文を確定する前に、定期購入が条件になっていないかを確認し、定期購入が条件

の場合、継続期間や支払うことになる総額など契約内容もしっかり確認しましょう。 
〇通信販売は原則クーリング・オフができません。購入は慎重にしましょう。 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【事例紹介】 
利用したことのある大手通販サイトから、「３万円の商品を本

日発送予定である。」との内容のメールが届いた。 
メールには、大手通販サイトと思われる URL があり、URL か

ら内容を確認するよう書かれてあるが、そのような注文をした覚
えはない。送り先の個人も知らない人だった。       

（70歳代 女性） 
 

【事例紹介】 
友人と一緒にＳＮＳで見つけた、エステサロンに脱毛の体

験に行った。 
その日は、体験だけつもりだったが、全身脱毛のコースを

強く勧められて断り切れず、その場で全身脱毛２年間コース、
総額 20万円、毎月約１万円の契約をしてしまった。 
契約を後悔しているので、クーリング・オフしたい。 

（1８歳 女性） 

〇不審なメールが届いたら、開かずに削除し、反応しないようにしましょう。 
電話をする、返信する、URLをクリックする、添付ファイルを開く、URL か

ら飛んだウェブページに個人情報等を入力するなど、不審なメールに反応しな
いようにしましょう。 
実在の事業者名が記載されたメールなど、本物のメールなのか判断がつかな

い場合には、その事業者のホームページや問い合わせ窓口に直接連絡を取り、
事業者の名前をかたるメール等の注意喚起がないかを確認しましょう。 
この場合、届いたメールに書かれた連絡先や URL 先から確認することはや

めましょう。 
 

 

〇強引に勧められても「契約しない」ときっぱり断りましょう。 
長時間にわたり、しつこく勧誘を行う悪質な事業者もいます。通う意思がない場

合は、きっぱりと断りましょう。また、高額なコースを「ローンを組めば大丈夫」
と勧められるケースもあります。 
その場で即決せず、不安な時は家族に相談しましょう。 

〇契約内容がクーリング・オフの対象か確認しましょう。 
エステについては、「利用期間が 1 か月を超え、総額が 5 万円を超える場合」に

は、特定継続的役務提供として特定商取引法が適用されます。契約書面の受けとり
から８日間は、書面または電子メール等でクーリング・オフができます。 
 




